
6広報ひかわ  2015. 17 広報ひかわ  2015. 1

　

地
方
税
法
改
正
に
伴
い
、平
成
27
年
度
か
ら
軽
自
動
車
税
の
税
率
が

変
わ
り
ま
す
。適
用
さ
れ
る
税
率
は
、車
両
の
種
類
や
最
初
の
新
規
検

査
年
月
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

軽
自
動
車
税
率
が
変
わ
り
ま
す

地
方
税
法
改
正
に
伴
う
税
率
改
正

　

平
成
27
年
４
月
１
日
現
在
で
登

録
さ
れ
て
い
る
次
の
車
種
の
車
両

す
べ
て
に
、平
成
27
年
度
か
ら
新
税

率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

◆
平
成
27
年
４
月
１
日
に
新
車
を

新
規
取
得
し
た
場
合

 

・ 

平
成
27
年
度
～
40
年
度
課
税

　

１
万
８
０
０
円（
新
税
率
）

 

・ 

平
成
41
年
度
課
税
～

１
万
２
９
０
０
円（
最
初
の
新

規
検
査
か
ら
13
年
を
経
過
し
た

翌
年
度
）

◆
平
成
27
年
５
月
に
新
車
を
新
規

取
得
し
た
場
合

 

・ 

平
成
28
年
度
～
40
年
度
課
税

　

１
万
８
０
０
円（
新
税
率
）

 

・ 

平
成
41
年
度
課
税
～

１
万
２
９
０
０
円（
最
初
の
新

規
検
査
か
ら
13
年
を
経
過
し
た

翌
年
度
）

◆
平
成
14
年
５
月
に
新
車
で
新
規

取
得
し
た
場
合

 

・ 

平
成
27
年
度
課
税

　

７
２
０
０
円（
現
行
税
率
）

 

・ 

平
成
28
年
度
課
税
～

１
万
２
９
０
０
円（
最
初
の
新

規
検
査
か
ら
13
年
を
経
過
し
た

翌
年
度
）

　

最
初
の
新
規
検
査
年
月（
自
動

車
検
査
証
の「
初
度
検
査
年
月
」）

に
よ
り
、現
行
税
率
、新
税
率
、重

課
税
率（
平
成
28
年
度
か
ら
）の
い

ず
れ
か
の
税
率
に
な
り
ま
す
。

　

中
古
車
で
購
入
さ
れ
る
場
合
の

税
率
も
、自
動
車
検
査
証
の
初
度

検
査
年
月
で
判
断
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
以
降
、最
初
の
新

規
検
査
を
受
け
て
、13
年
を
経
過

し
た
車
両
に
対
し
、新
税
率
の
約

20
％
が
増
税
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
に
重
課
税
率
の
対

象
と
な
る
車
両
は
、平
成
15
年
３

月
31
日
以
前
に
最
初
の
新
規
検
査

を
受
け
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

電
気
自
動
車
、天
然
ガ
ス
自
動

車
、メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
、ガ
ソ
リ

ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
、被
け
ん

引
車
は
重
課
税
率
の
対
象
外
に
な

り
ま
す
。

車　　　　　種 平成 26 年度まで 平成 27 年度から

原動機付自
転車

50cc 以下① 1,000 円
2,000 円

50cc を超え 90cc 以下② 1,200 円
90cc を超え 125cc 以下 1,600 円 2,400 円
50cc 以下ミニカー 2,500 円 3,700 円

軽二輪（125cc を超え 250cc 以下） 2,400 円 3,600 円
小型二輪（250cc を超えるもの） 4,000 円 6,000 円
小型特殊自

動車
農耕作業用 1,600 円 2,000 円
その他のもの 4,700 円 5,900 円

※① 50cc 以下と② 90cc 以下の税額は同じですが、ナンバープレートの区
分はこれまでと変わりません。

車　　　種

平成 27 年度 平成 28 年度
最初の新規検査年月（初度検査年月）

平成 27 年
3 月 31 日まで
（現行税率）

平成 27 年
4 月 1 日以降
（新税率）

13 年経過※
（重課税率）

軽三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

軽四輪
貨物

自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円
営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

乗用
自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円
営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

原
付・軽
二
輪・小
型
二
輪・

小
型
特
殊
自
動
車

軽
四
輪
の
乗
用・自
家
用

車
の
例

軽
三
輪・軽
四
輪
以
上
の

も
の

◆
平
成
28
年
５
月
に
中
古
で
車
両

を
取
得
し
た
場
合

①
自
動
車
検
査
証
の
初
度
検
査
年

月
が「
平
成
27
年
４
月
」の
場
合

 

・ 

平
成
29
年
度
～
40
年
度
課
税

　

１
万
８
０
０
円（
新
税
率
）

 

・ 

平
成
41
年
度
課
税
～

　

１
万
２
９
０
０
円（
最
初
の
新

規
検
査
か
ら
13
年
を
経
過
し
た

翌
年
度
）

②
自
動
車
検
査
証
の
初
度
検
査
年

月
が「
平
成
27
年
３
月
」の
場
合

 

・ 

平
成
29
年
度
～
39
年
度
課
税

　

７
２
０
０
円（
現
行
税
率
）

 

・ 

平
成
40
年
度
課
税
～

　

１
万
２
９
０
０
円（
最
初
の
新

規
検
査
か
ら
13
年
を
経
過
し
た

翌
年
度
）

軽自動車などの廃車手続きについて
　軽自動車税は、軽自動車やバイク、農耕作業用などの小
型特殊自動車に市町村が課税する税で、4月1日現在の軽
自動車などの所有者に課税されます。そのため、4月2日以
降に廃車されてもその年度の軽自動車税が課税されます。
　現在、使用していない軽自動車などをお持ちで、廃車の
手続きをされていない所有者はお早めに手続きをお願い
します。

車　　　種 手続き場所
第 1 種（50cc 以下） 氷川町役場税務課または

宮原振興局総務振興課
☆手続きに必要なもの

・ナンバープレート
・所有者・使用者の印鑑

第 2 種乙（90cc 以下）
第 2 種甲（125cc 以下）
ミニカー
農耕用・リフトなど

軽自動車（三輪・四輪）

軽自動車検査協会
（熊本事務所）

熊本市東区東本町 16 番 3 号
☎ 050-3816-1758

小型二輪自動車 熊本運輸支局
熊本市東区東町 4 丁目 14 番 35 号
☎ 050-5540-2086軽二輪自動車

氷
川
町
空
き
家
バ
ン
ク
登
録
物
件
募
集
中

　

町
で
は
、昨
年
10
月
か
ら
空
き
家

バ
ン
ク
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

空
き
家
バ
ン
ク
と
は
、町
内
の
賃

貸
・
売
却
で
き
る
空
き
家
を
登
録

し
て
も
ら
い
、そ
の
物
件
の
情
報
を
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
利
用
し
て

提
供
す
る
仕
組
み
で
す
。

　

全
国
的
に
も
多
く
の
市
町
村
で

導
入
さ
れ
て
お
り
、移
住
定
住
者
を

迎
え
る
受
け
皿
と
し
て
活
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

近
年
氷
川
町
に
お
い
て
も
、移
住

定
住
を
希
望
さ
れ
る
人
か
ら
空
き

家
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
を
多

く
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

一
方
、空
き
家
自
体
は
町
内
に
多

く
点
在
し
て
お
り
、所
有
者
の
中
に

は
、今
後
空
き
家
を
ど
う
利
用
し

て
い
く
か
検
討
さ
れ
て
い
る
人
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

そ
こ
で
、町
で
は
空
き
家
バ
ン
ク

の
積
極
的
な
活
用
を
お
願
い
し
て

お
り
ま
す
。「
家
が
空
い
て
い
る
か

ら
貸
し
て
も
い
い
」「
売
っ
て
も
い

い
」と
い
う
人
は
、ま
ず
は
総
務
振

興
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。そ
の
後
の
進
め
方
な
ど
、詳
し

く
ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

住
宅
は
大
切
な
資
産
で
あ
る
一

方
、空
き
家
に
な
る
と
老
朽
化
が
進

み
や
す
く
な
り
、維
持
の
た
め
に
定

期
的
な
管
理
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

空
き
家
の
活
用
方
法
の
１
つ
と
し

て
検
討
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
空
き

家
情
報
の
公
開
は
、準
備
が
整
い
次

空き家バンクイメージ図

空き家
所有者

①登録申し込み ④現地見学の申し込み
③ホームページで空き家情報公開

②調査・登録 ⑤利用希望登録申し込み

⑥希望者情報連絡

⑦当事者間にて賃貸借および売買の交渉・契約

⑦宅建業者仲介による賃貸借および売買の交渉・契約

⑥登録・空き家情報
提供

空き家
利　用
希望者

氷川町
空き家
バンク

交渉・契約（いずれか選択）

【注意点】
①空き家の登録には申請が必要です。申請受付後、空き家の間取りや現状を現地にて確認いたしま

す。確認の結果、損傷が激しいなど人が住むことが難しいと判断されるものについては、登録を
お断りすることもあります。

②交渉・契約は、空き家の所有者と利用希望者の当事者間で行っていただくことになります。
　町が仲介を行うことはありません。

　

固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１

日
に
、土
地
、家
屋
、償
却
資
産
を

所
有
し
て
い
る
人
が
、そ
の
固
定

資
産
の
価
格
を
も
と
に
算
定
さ
れ

た
税
額
を
そ
の
固
定
資
産
の
所
在

す
る
市
町
村
に
納
め
る
税
金
で
す
。

　

償
却
資
産
と
は
、事
業
で
用
い

る
資
産（
構
築
物
、機
械
、器
具
、

備
品
な
ど
）の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

償
却
資
産
の
所
有
者
は
、資
産

の
所
在
す
る
市
町
村
に
毎
年
申

告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

◆
課
税
対
象

　

次
の
要
件
を
備
え
る
も
の

①
土
地
・
家
屋
以
外
の
事
業
に
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
産

②
鉱
業
権
、漁
業
権
、特
許
権
そ

の
他
の
無
形
減
価
償
却
資
産

で
な
い
こ
と

③
減
価
償
却
額
ま
た
は
減
価
償

却
費
が
、法
人
税
法
ま
た
は
所

得
税
法
の
規
定
に
よ
る
所
得

の
計
算
上
損
金
ま
た
は
、必
要

な
経
費
と
し
て
算
入
で
き
る

も
の（
耐
用
年
数
１
年
未
満
ま

た
は
そ
の
取
得
価
格
が
10
万

円
未
満
で
一
時
に
損
金
に
算
入

す
る
も
の
お
よ
び
20
万
円
未

満
で
一
括
し
て
３
年
間
で
償
却

を
行
う
も
の
を
除
く
）

④
自
動
車
税
や
軽
自
動
車
税
の

対
象
で
あ
る
車
両
な
ど
で
な
い

償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）申
告

忘
れ
ず
に
申
告
を

こ
と
。

◆
償
却
資
産
の
評
価

　

償
却
資
産
の
評
価
は
、取
得

価
格
を
基
礎
と
し
て
、取
得
後
の

経
過
年
数
に
応
ず
る
価
値
の
減
少

（
減
価
）を
考
慮
し
て
評
価
し
ま

す
。減
価
償
却
の
方
法
は
定
率
法

で
、算
式
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
前
年
中
に
取
得
さ
れ
た
償
却

資
産
の
評
価

　

取
得
価
額
×（
１
|
減
価
率
／
２
）

②
前
年
前
に
取
得
さ
れ
た
償
却

資
産
の
評
価

　

前
年
度
の
評
価
額
×（
１
|
減

価
率
）

※
求
め
た
額
が（
取
得
価
額
×
５

／
１
０
０
）よ
り
小
さ
い
場
合

は
、そ
の
求
め
ら
れ
た
額
を
価

格
と
し
ま
す
。

◆
税
額
の
算
定

　

評
価
額
を
課
税
標
準
額
と
し

て
、次
の
算
式
に
よ
り
税
額
を
算

定
し
ま
す
。

課
税
標
準
額
×
税
率（
１
・
４
％
）

※
償
却
資
産
に
つ
い
て
の
課
税
標

準
額
の
合
計
が
１
５
０
万
円

に
満
た
な
い
場
合
は
、償
却
資

産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
は

課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

税
務
課 

資
産
税
係

　

☎
52
・
５
８
５
３（
直
通
）

第
、今
年
度
中
を
め
ど
に
行
う
予
定

で
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

宮
原
振
興
局 

総
務
振
興
課

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
係

　

☎
62
・
２
３
１
７（
直
通
）




